
日本語／中国語 

督促状 
 

 放課後児童会保護者負担金について納期限までに納付の確認ができないため、記載され

た指定期限までに納付してください。督促状について不服がある場合はご連絡ください。 

 
・延滞金について   
 放課後児童会保護者負担金の納付が遅れると、保護者負担金以外に「延滞金」が発生する

場合があります。延滞金が発生した場合は、別途納付書を送付します。 
 

・納付確認について  
 金融機関窓口で納付された場合、市で納付確認できるまでに 2週間程度かかります。つい

ては、すでに納付していただいている場合は、行き違いですのでご了承ください。 

 なお、領収書を 5年間は保管してください。 

 

 

【問い合わせ先】 

浜松市教育委員会教育総務課 児童会管理グループ  
TEL：053-457-2401 

受付時間：午前 8時 30 分から午後 5時 15 分（土・日・祝日、12/29～1/3 を除く） 

 

 

 

催促书 
 

由于已过截止日期，还未确认到您缴纳的放学后儿童会会费。因此请必须在记载的指定

期限之前缴纳会费。如对催促书有任何异议，请联系我们。 

 

・关于滞纳金 

 如果过期不缴纳放学后儿童会的会费，则可能会产生正常费用以外的滞纳金。如果发生

滞纳金，将向您另寄缴费单。 

 

・关于缴纳确认 

如果在金融机关（银行、邮局等）窗口缴纳，市政府将需要两周左右的时间确认付款。

如果您已经缴纳，请理解可能跟本通知书寄出时间出现误差。 

另外，缴纳收据，请保管 5 年。 

 

咨询机关 

滨松市教育委员会教育总务课 儿童会管理组 

TEL：053-457-2401 

受理时间：上午 8 点 30 分至下午 5 点 15 分（周六·周日·节假日、12/29～1/3 除外） 


